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午後３時３０分開会 

○教育長 ただいまから、本年第９回足立区教育委員会定例

会を開会いたします。 

  本日の出席委員数は定足数であります。よって会議は成

立いたします。 

  それでは、これより審議に入ります。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長 初めに、会議録署名員の指名をいたします。 

  本日の会議録署名員に小池委員、小川委員をご指名いた

しますので、よろしくお願いいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長 それでは日程第１、第６５号議案を議題といたし

ます。 

  庶務係長。 

○庶務係長 日程第１、第６５号議案 足立区立学校設置条

例の一部を改正する条例の送付について。 

  以上。 

○教育長 第６５号議案について、杉岡教育政策課長から説

明をお願いいたします。 

  教育政策課長。 

○教育政策課長 議案資料２ページをご覧ください。 

  件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

  １ 改正の理由でございますが、鹿浜五色桜小学校の改

築に伴い新校舎に移転するため、足立区立学校設置条例の

一部を改正するものでございます。 

２ 主な改正内容でございますが、新旧対照表のとおり

「江北六丁目１０番２号」を「鹿浜四丁目２０番２２号」

に改めさせていただきます。 

３ 施行年月日のほう、平成２９年４月１日から施行で

ございます。 

  説明は以上でございます。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の

審議に入ります。 

  第６５号議案について、ご質問・ご意見がありましたら

お願いいたします。何か意見はありますか。 

  よろしいですか。 

（なし） 

  意見が無いようですので、これより第６５号議案、足立

区立学校設置条例の一部を改正する条例の送付について

を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって本案は原案のとおり議決す

ることにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

  次に、日程第２、第６６号議案を議題といたします。 

  庶務係長。 

○庶務係長 日程第２、第６６号議案 足立区立小学校及び

中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則。 

  以上。 

○教育長 第６６号議案について、杉岡教育政策課長から説

明をお願いいたします。 

  教育政策課長。 

○教育政策課長 引き続き議案説明資料４ページをご覧く

ださいませ。 

  件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

  １ 改正の理由ですけれども、江北中学校と上沼田中学

校の統合に合わせまして、中学校の通学区域を変更するた

め通学区域に関する規則を改正するものでございます。 

２ 主な改正内容につきましては、詳細、５ページ以降

の「地図」及び別紙「新旧対照表」をご覧くださいませ。

具体的には江北中学校と上沼田中学校の通学区域を削除

し、江北桜中学校の通学区域に編入するものでございます。 

３ 施行年月日は平成２９年４月１日からでございま

す。 

  説明は以上でございます。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の

審議に入ります。 

  第６６号議案について、ご質問・ご意見がありましたら、

ご発言をお願いいたします。 

  何か質疑ありますか。よろしいですか。 
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（なし） 

  無いようですので、これより第６６号議案 足立区立小

学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正す

る規則を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって本案は原案のとおり議決す

ることにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

  次に、日程第３、第６７号議案を議題といたします。 

  庶務係長。 

○庶務係長 日程第３、第６７号議案 足立区認定こども園

の管理運営に関する規則の一部を改正する規則。 

  以上。 

○教育長 第６７号議案について、鳥山子ども家庭部長から

説明をお願いいたします。 

  子ども家庭部長。 

○子ども家庭部長 ８ページをお開きください。 

  件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

  区立小中学校の夏季休業期間短縮の見直しに伴いまし

て、区立認定こども園の規則を整備する必要があるため、

提出をしております。 

内容につきましては、８月２４日までの期間を８月３１

日まで。それから２学期の開始期間を８月２５日から９月

１日に改めるものでございます。 

施行年月日は平成２９年４月１日からでございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の

審議に入ります。 

  第６７号議案についてご意見・ご質問がありましたら、

委員のご発言をお願いいたします。何か質疑はありますか。 

  よろしいですか。 

（なし） 

  無いようですので、これより第６７号議案 足立区立認

定こども園の管理運営に関する規則の一部を改正する規

則を採決いたします。 

  本案は原案のとおり議決することに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって本案は原案のとおり議決す

ることにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

  次に日程第４、第６８号議案を議題といたします。 

  庶務係長。 

○庶務課長 日程第４、第６８号議案 足立区教育委員会教

育長の事業及び事務従事について。 

  以上。  

○教育長 第６８号議案について、杉岡教育政策課長から説

明をお願いいたします。 

教育政策課長。 

○教育政策課長 議案説明資料１１ページをご覧ください

ませ。 

件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

１ 提案理由でございますが、足立区教育委員会教育長

に対する講師依頼に応じるにあたり、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第１１条第７項の規定に基づき、足

立区教育委員会の許可を受ける必要があるためでござい

ます。 

２ 従事内容。１つ目には大阪府大阪市での研修依頼。

２つ目には千代田区での研修依頼でございます。 

説明は以上でございます。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の

審議に入ります。 

  第６８号議案について、ご意見・ご質問がありましたら、

委員の発言をお願いいたします。 

  何か質疑ありますか。よろしいですか。 

（なし） 

  無いようですので、これより第６８号議案 足立区立教

育委員会教育長の事業及び事務従事についてを採決いた

します。 

  本案は原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者挙手） 
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  挙手全員であります。よって本案は原案のとおり議決す

ることにします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

  続いて日程第５、教育長報告を議題といたします。 

今回は担当からの報告事項に代えさせていただきます。 

まず①について、杉岡教育政策課長お願いいたします。 

教育政策課長。 

○教育政策課長 報告資料の１２ページをご覧ください。 

件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

  本件につきましては足立区教育委員会及び学校、後ほど 

説明させていただきますモデル校３校におきまして、東京

都公立小中学校ＩＣＴ教育環境整備事業の指定を受けたた

め、下記のとおり実施をいたすものでございます。 

２番、主な概要でございます。１番の指定校。西新井小

学校、興本小学校、扇中学校におきまして、タブレットの

貸し出し、それから専門家の派遣等々でＩＣＴ教育の機器

の活用を支援するための専門家派遣、教員の授業の支援等

を行うものでございます。主な内容は記載のとおりでござ

います。 

３番、事業の期間でございますけれども、２８年９月か

ら２９年７月まででございます。 

今後の方針でございますけれども、義務づけとされてお

ります公開授業。当区におきましては、平成２９年２月に

各校で予定してございます。きちっと円滑な実施に向けて

進行管理及び準備を進めてまいります。 

説明は以上でございます。 

○教育長 報告事項については、最後に一括して質疑を受け

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

  ②と③について、斎藤学校指導担当課長お願いします。 

  学校指導担当課長。 

○学校指導担当課長 １３ページをご覧ください。 

  件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

  足立区いじめ調査委員会より区への提言を受けまして

教育委員会としましては、基本方針を１４ページ以降のよ

うに策定をいたしました。 

  ポイントについて申し上げます。 

  まず１でございますが、学校内の情報の共有化について。

ＳＣ、スクールカウンセラーを組織に具体的に位置づけ、

そしてスクールカウンセラーからの報告体制を整え、必ず

口頭で報告を受けるよう時間を確保してまいります。 

  またＳＣの情報の把握のために、養護教諭をキーパーソ

ンとしてまいります。養護教諭には経験の浅い養護教諭も

おりますので、管理職による指導、そして明確な指示によ

ってキーパーソンとしての養護教諭を育成してまいります。 

  ２番、学校のＳＣ活用につきまして、ＳＣは教室の中の

観察だけではなく、相談室を開放し、子どもが気軽に安心

して話せる場所としての相談室が利用できるようにしてま

いります。 

  ３番、ＳＣによるカウンセリング及びカウンセリングル

ームにつきまして。カウンセリングは子どもの直接予約が

基本でございます。しかしＳＣの面談予約をするのに、担

任だけではなく、場合によっては管理職や養護教諭も窓口

としても利用できるようにしたいと思います。子どもたち

には「相談は誰でもいいのだよ。一番話しやすい人に。」と

いうことを投げかけてまいりたいと思います。また言葉で

面談の予約ができない子どもたちもおりますので、予約ポ

ストなどのカードで予約できるようなシステムを考えてま

いりたいと思います。 

続きまして、４番、いじめ相談箱につきましては、これ

は４月の校長会においていじめ相談箱の担当を明確にする

よう依頼しているところでございますが、毎日相談箱を開

けて確認するといったことを徹底してまいります。 

５番、いじめアンケートの活用方法につきまして。この

いじめ受付表のデータにつきましては、全教職員が見られ

る場所に保存し、誰でも常に加筆できる状態、確認できる

状態にしてまいります。 

最後に、６番、その他でございます。教員の研修に「人

権教育プログラム」や「いじめ問題に対応できる力を育て

るために」といったプログラムを活用します。これにつき

ましては指導課の年次研修の中でも活用してまいりますが、

校内におきましても校内研修でいじめ防止研修で活用して

実施をしてまいります。 

最後にＳＳＷにつきましても、これまでの成功事例等を

作成し、各学校に周知していくことを検討してまいります。 

以上でございます。 

○教育長 ③についても引き続き説明をお願いします。 
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○学校指導担当課長 「いじめの定義」について、でござい

ます。３３ぺージをご覧ください。 

  いじめの定義につきましては、記載のとおりでございま

す。例示をもって紹介をさせていただきます。 

  Ａが遊んでいたらＢに突然お腹を軽くパンチされた。Ａ

は、心理的にも物理的にも苦痛を感じた。担任はＢから話

を聞いたところ、Ａに嫌なことを言われ、Ｂは心理的苦痛

を感じたとのことだった。本人同士が話し合いをして解決

した。 

  これは従前ですと、Ａに対するＢによるいじめと受け取

ってきたところですが、新しい文部科学省から指導があり

ました。法律上のいじめの定義におきましては、これはＡ

に対するＢ。そしてＢに対するＡと、双方向のいじめとし

て、これから認識してまいります。 

  この背景にはいじめによる経緯を十分に把握するとい

うこと。そして従前ならば加害者側とされてきた子どもた

ちに対しても手厚い支援をしていくということが背景にご

ざいます。 

  このような定義を受けまして、いじめの対応等、またい

じめの個票につきましても裏面に記載してございますが、

ゴシック体にあるように加筆して修正をしたところでござ

います。 

 以上です。 

○教育長 次に④について、渡邉学務課長お願いします。 

学務課長。 

○学務課長 それでは３５ページをご覧ください。 

  件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

鋸南自然の家・日光林間学園の指定管理者における平成

２７年度分の業務評価を行いました。 

指定管理者につきましては、鋸南自然の家は、西洋フー

ド・コンパスグループ株式会社、日光林間学園については

株式会社フォレストでございます。 

評価方法につきましてですけれども、指定管理者から提

出されました評価資料、それから質疑応答を行いまして評

価を行ったものでございます。 

評価委員につきましては、有識者２名、小学校長２名、

区職員２名でございます。 

結果につきましてでございますけれども、鋸南自然の家

については、３６点でＡ、日光林間学園については３８点

でＡ＋というような結果になっております。この結果につ

きましては、区議会へ報告後にホームページで公表する予

定でございます。 

詳細につきましては、次ページからシートがありますの

で、後ほどご覧いただければと思います。 

以上です。 

○教育長 次に⑤から⑦について、松野子ども施設整備課長

お願いします。 

  子ども施設整備課長。 

○子ども施設整備課長 ４０ページをお開きくださいませ。 

件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

公立の民営化に伴いまして、沼田保育園を民営化いたし

ますので、その運営事業者を決定した次第でございます。 

審査会を８月４日に行いました。 

運営事業者が２番のところに記載がございますが、社会

福祉法人晃栄会。群馬県の太田市の社会福祉法人でござい

ます。 

民営化の手法でございますが、土地は独立行政法人都市

再生機構のＵＲから賃借を受けまして、建物は沼田保育園

跡地にこの事業者が自ら整備するという形式でございます。 

今後のスケジュールにつきましては、２８年１２月以降、

事業者と保育園、主管課による３者の打ち合わせを行いま

して、その後２９年の４月以降は引き継ぎ保育を始めまし

て、園舎そのものは３０年の１月に完成して４月に新しい

施設に入って運営を開始するというものでございます。 

事業者、保育園、それから主管課による３者打ち合わせ

を毎月きめ細やかに実施をしまして、スムーズな引き継ぎ

を行いまして、新しい園の開園に向けて努めてまいります。 

運営事業者の点数評価、審査の評価につきましては次ペ

ージに記載をさせていただいております。全体で６７．９

９％。１００点満点に換算しますと、６７．９９の点数を

とっているという状況でございます。 

次に４２ページをお開きくださいませ。 

小規模保育事業の運営予定者の選定につきまして。 

所管部課名は記載のとおりでございます。 

待機児童解消アクション・プランに基づきまして、小規

模保育事業者を募集いたしまして、整備をしているところ

でございます。 

今般３カ所、中央本町、それから竹の塚、綾瀬地域につ
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きまして小規模保育事業所を選定いたしました。 

１つ目。中央本町につきましては、株式会社みんなの保

育園、こちらは板橋区の事業者でございまして、足立三丁

目に新しく小規模保育室を整備するということで選定をし

たところでございます。 

それから２番目。竹の塚地域につきましては、株式会社

ルシェル、こちらは埼玉県の白岡市の事業者でございます。

竹の塚一丁目１３番地内に整備をする予定でございます。 

こちらの事業者につきましては書類等の不備がございま

したので、選定を保留ということに今の段階ではさせてい

ただいております。１カ月の猶予のうちに保育の計画です

とか、給食調理の衛生管理ですとか、そういった必要な書

類をもう一度提出をさせて、合否を最終判断するというよ

うな状況でございます。 

それから３番目。綾瀬地域でございますが、こちらは社

会福祉法人Ｓ・Ｓ・Ｍ。大阪の事業者でございます。 

場所は綾瀬の二丁目２４番の綾瀬駅のすぐ南側の位置づけ

でございます。 

これらの事業者の点数でございますけれども、次ページ

４４ページに評価・審査の結果を載せさせていただいてお

ります。６０点台で一応合格というところなのですが、少

し低い点数のところもございますので、そのあたりはきっ

ちりとした指導をしていきたいと考えております。 

２９年の４月の開設に向けて速やかに進行させていきた

いと考えております。 

それから次は４５ページになります。こちらは民設民営

による認可保育所の整備にあたりまして、予定事業者を選

定したことでございます。 

所管部課名は記載のとおりでございます。 

こちらにつきましては、北綾瀬駅周辺という募集と、そ

れから西新井地域ということで募集をさせていただきまし

た。 

北綾瀬駅周辺につきましては、３事業者応募がありまし

て、株式会社サクセスアカデミー、こちら品川の会社でご

ざいますけれども、場所は綾瀬六丁目に認可保育園をとい

うことで予定をしております。定員は８２名でございます。 

 もう１つが西新井地域でございます。西新井地域は２事

業者の応募がございまして、最終的に社会福祉法人アスク

こども育成会、こちらが選定事業者となっております。 

場所は西新井四丁目１８番で７０名の定員を予定してござ

います。 

こちらにつきましても、４７ページ、４８ページにそれぞ

れのエリアごとの事業者の選定結果を掲載させていただい

ております。 

認可保育園は周辺にお住まいの方との協議なども必要に

なってまいりますので、まずは地元の町会、自治会等と事

業者を引き合わせまして、地元のご要望なども聞きながら

丁寧に対応を進めてまいりたいと考えております。 

私からは以上でございます。 

○教育長 次に⑧について、今井こども支援センターげんき

所長お願いします。 

  こども支援センターげんき所長。 

○こども支援センターげんき所長 畏れ入ります。４９ペー

ジをご覧いただきたいと思います。 

  件名は中学校特別支援学級の新設について、でございま

す。 

  今、現在中学校の固定制の知的障がいの学級は８校、２

６学級で設置されてございます。ただ年々生徒が増加して、

一部の学校では通常３学級であるものを４学級にして対応

をしているという状況でございます。学校のスペースとの

関係もあり、これ以上の学級増は限界になりつつあるので、

新たに２校の開設を決めました。 

  設置校につきましては、新田中学校、花畑中学校でござ

います。 

  設置の理由でございますが、新田中学校は小中一貫校と

いう特性がございます。小学校につきましては２６年４月

に新設をしたところでございまして、今年度新たに卒業生

が見込まれますので、中学校を設置させていただきたいと

いうことでございます。 

  それから花畑中学校につきましては区内の配慮バラン

ス及び特別支援学校が近くにありますけれども、そちらの

交流指定校ということで特別支援教育にかなり熱を入れて

いらっしゃる学校ということで設置をさせていただきたい

と考えております。 

  設置規模につきましては、新田中学校は１学級相当、花

畑中学校には３学級相当で開設を予定してございます。 

  また開設の時期でございますが、新田中学校は平成２９

年４月、花畑中学校は平成３０年４月ということで予定さ
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せていただいております。 

  現在９月補正でその工事費等を計上しておりますので、

それが通り次第、ホームページに設置の周知、あるいは対

象者への個別案内を進めると同時に、地元説明会を開催し

ていく予定でございます。 

  説明は以上でございます。 

○教育長 次に⑨について森田子ども施設運営課長お願い

します。 

  子ども施設運営課長。 

○子ども施設運営課長 それでは別冊資料の１ページをご

覧ください。 

  件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

  都の要綱で示されております保育に有効な面積の取り

扱いについて変更があり、現行定数に対する面積が不足し

ている区立保育園があることが判明したため報告するもの

でございます。なお、面積不足により現在の運営に支障は

ありませんが、民営化等で新たに認可を取る際には是正す

る必要がございます。 

  １番の判明した経緯でございますが、平成２９年４月に

民営化する区立西新井保育園の面積を測定したことにより

判明いたしました。 

  ２番の都の要綱の変更内容ですが、１点目が、有効面積

の算定方法が壁芯面積から内法面積となったこと。 

  ２点目が、これまでは全保育室等の合計面積で充足して

いれば可としていたものが、各歳児の保育室でそれぞれ充

足させることになったこと。 

  ３点目が、有効面積を算定する際に部屋の面積から保育

に有効でない面積、例えばロッカーや棚等、常時置かれて

いるものの面積を除外すること。 

  ４点目が、都における認可の審議が厳密となり、面積と

定数に矛盾が無いかどうかがひと目でわかるような認可申

請の様式が変更されたということでございます。 

  ３番のその他の園についてですが、平成３０年度、３１

年度に民営化予定の３園について調査した結果、同様の面

積不足が判明しました。現在の有効面積に対する許容定数

は記載のとおりでございます。 

  今後の方針でございますが、１番の西新井保育園につい

ては、既に運営事業者が決定しているということで、決定

後に判明したことを考慮しまして、改修工事により有効面

積を拡大して定数を維持したいと考えております。 

  また弘道保育園、大谷田第二保育園、第二日ノ出町保育

園につきましては、民営化開始までに有効面積に対する許

容定数に変更いたします。 

  ３番の他の区立園につきましても、面積を測定していく

予定でございます。 

  私からの報告は以上です。 

○教育長 以上９件報告がありましたけれども、各委員から

の質疑・ご意見がありましたら、発言をお願いいたします。 

  いかがでしょうか。 

  小池委員。 

○小池委員 まず１つ目は、ＩＣＴ教育の推進のことで、質

問ということではありませんけども、電子黒板、いわゆる

プロジェクタータイプが、１校につき３台というのは、こ

れはもともとその学校に配置されているプロジェクターが

あるのですかね。それに加えて３台ということでよろしい

のでしょうか。 

○教育長 教育政策課長。 

○教育政策課長 委員のおっしゃったとおりでございます。

１校に当たり貸出される機器は、タブレットは６０台、そ

れから電子黒板がプロジェクタータイプが３台、それから

あとそのほか充電の保管機等２台でございますので、それ

は基本的には東京都から貸し出しがあるという形でござい

ます。 

○教育長 小池委員。 

○小池委員 これでＩＣＴ事業を推進していく上で、担任の

先生のほかに専科の先生も積極的に活用していくことにな

ると思いますので、そうなったときにその学校でプロジェ

クターが足りないからできないとか、なるべくそういうこ

とがないようにご協力いただければと思いますので、その

点よろしくお願いします。 

○教育長 教育政策課長。 

○教育政策課長 今、委員、ご指摘がありましたとおり、そ

の３校につきましては、まずモデル授業に当たって各教室

のほうにきちっと体制がとれるように、不備がないように

その部分も調査をさせていただいて、体制を強化させてい

ただきたいと思っています。 

○教育長 杉田委員。 

○杉田委員 今のＩＣＴ教育のところで、指定校、モデル校
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の３校、西新井小学校と興本小学校、扇中学校を選ばれた

理由みたいなのを、そういったことがあれば教えていただ

きたいなと思いました。 

○教育長 教育政策課長。 

○教育政策課長 ３校に当たりましては、手上げ方式もさせ

ていただきましたけれども、その中で既にＩＣＴ教育に実

践例がある学校という形で、こちらからもお声をかけさせ

ていただいたところでございます。 

○教育長 杉田委員。 

○杉田委員 先日小学校の校長会にお邪魔したときに、校長

先生の中には私もやりたいという方がすごくいらっしゃっ

たので、今お聞きしたのですけれども。確かに先日西新井

小学校に伺ったときには、本当に先生方個人個人が既にタ

ブレットみたいなものを持っていらっしゃって、学校全体

で進めているなというのはよくわかりました。ありがとう

ございました。 

○教育長 ほかいかがですか。 

小川委員。 

○小川委員 私は保育園のほうなのですけれども、民営化そ

れから小規模保育所、今ここで６園新しく立ち上がる予定

なわけですけれども、どんどん多分これから増えていくと

思うのです、保育所。減っていくことは絶対ないので。そ

うなるとどのような形でそれぞれの園の指導体制といった

らいいのでしょうか、つい最近も認可園でも無認可園でも

子どもが死んでいます。大体赤ちゃんですから、ちょうど

ここで言うと０～２歳児というところに入りますので、今

のこちらのメンバーだけでは、とてもとても大変になるの

かなと思っているのですけれども、今後役所の中の指導員

というのですか、その体制を増やすというような、そうい

う予定はあるのですか。 

○教育長 子ども施設整備課長。 

○子ども施設整備課長 まず整備の観点から申し上げます

と、まず整備をする審査の段階で、どのような保育をやっ

ているのかという実情も見させていただいているところで

ございます。 

  またオープンの前は民営化であれば引継ぎ保育をしっ

かりやるというところも。保育事業者と公立保育園のメン

バーでダブルでやるような形でしっかりさせていただきま

す。このあたりはほかの自治体よりも厚くやっているとい

う状況でございます。 

それから新しく園が開園したところ。ここにつきまして

は、整備で顔がわかっていて、保育の現場のノウハウもよ

くわかっている保育士で本庁にいるものが、定期的に訪問

して指導する。それから年度の特に初めにつきましては、

子育てのセクション全課を挙げて、状況がどうなのか、不

具合がないか、チェックをしておるところでございます。 

また安定稼働をしていくような状況になりましたら、１

年後を１つの目安としておりますが、そこのところでは今

度運営チェックをする体制のほうにバトンタッチをしま

して、やっているところでございます。 

○教育長 子ども施設運営課長。 

○子ども施設運営課長 民営化後２年目からは当課の保育

士と園長経験者等が指導検査や巡回指導をしているところ

ですが、現在係員は１０名程度ですので、施設数に比較し

ますと体制的には非常に少ないというのは言わざるを得な

いと思います。そういう状況ですが、緊急対応とか、事故

が起こったときには最優先でそこに出向いて対応している

状況ではございます。 

○教育長 というわけです。よろしいでしょうか。 

○小川委員 いえ。緊急対応は当たり前なのです。そうなら

ないためにその１０名を例えば２０名にするとか、そうい

うような動きをこれから取る予定か、あるいはもう今のと

ころで頑張るしかないというところなのか。足立区が保育

のところ、この教育委員会が管轄しているのは、これ本当

すごいことなのですよ。すごいことなので、さらに良くし

ていっていただきたいなと思っているので、こういうこと

を申しています。 

○教育長 子ども政策課長。 

○子ども政策課長 今の委員のご指摘ですけれども、本当に

今後数が増えてまいりますので、いわゆる指導検査という

部門と、それから日常的な運営指導というところが充実し

ていかなければいけないというのはご指摘のとおりだと思

います。 

  ですので、今後その体制については、現在まず足立区で

保育の水準のガイドラインを検討しておりますので、それ

らを踏まえ、今後の体制については今の委員のご指摘を宿

題とさせていただきまして、体制の充実について検討して

いきたいと思います。 
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○教育長 教育委員会に入ったということで、今の監査とい

うのは仕組みとして当然ある。なので、足りなければ、き

ちっと人も手立てをする。さらにうちは就学前の幼児教育

というところもターゲットですから、これについても別部

隊があって、それもしっかりと指導教育していく。これは

子どもに対する支援、これもやっていくと考えています。 

○小川委員 期待しています。 

○教育長 はい。よろしくお願いします。ほかにいかがでし

ょうか。 

  小池委員。 

○小池委員 すみません。私からはいじめ防止についてです。 

  ぜひいじめによって子どもたちが、児童・生徒が嫌な思

いをしたり、悲しい事件が起こらないようにお願いしたい

と思います。 

  今、学校を回っていて２つ、いい事例というか、これは

参考になるなということがありましたので、それもそのう

ち取り入れていただきたいなと思うのは、１つはいじめ受

付表というか、いじめ箱ですね。これがなかなか子どもと

の距離が有る。そこでふだんからいじめ受付表にすぐにお

手紙が入れられるように、優しいことをしてもらった、優

しい行動を見た、そういうのも入れるようなシステムをつ

くっている。そうすれば今度はいじめられた、心配がある、

そういう友達を見たというときにもそこに自分の考えが入

れられるだろうということで、そういう実践をやっている

学校がありました。 

  それからもう１つ。地域の青少年委員、民生・児童委員

から開かれた学校づくり協議会の委員長さんはじめ、委員

さんが中心となって、学校の校外で、いわゆるいじめ対策

の組織をつくっていて、もちろんそこに校長も入っていま

すけども、いわゆる地域での子どもの様子からもいじめを

防止するという組織をつくっている学校もありましたので、

ぜひそういうところも参考にしていただきたいと思います。 

  以上です。 

○教育長 ありがとうございました。 

ほかいかがでしょうか。 

  よろしいですか。 

（なし） 

  無いようですので、以上をもちまして本年第９回足立区

教育委員会定例会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。ありがとうございました。 

午後４時６分閉会 

 

 

 

 















































































































































裏面「足立区“保育再就職応援事業”」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

【対象】足立区内の保育施設で就労を検討している保育士・看護師の資格を有する方 
【定員】４０人（９月２６日から先着順） ※参加費無料 
※本セミナーはハローワーク足立の求職活動実績になります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

安心して復帰！ 

保育実習を 

ご案内し、最大１０日分の

実習費用を補助します。 

足立区 保育現場で働こう 検索 

■お問い合わせ 

足立区男女参画プラザ 電話：3880-5222 FAX：3880-0133  又は、足立区子ども施設整備課 電話：3880-5712  

① 

きっと役立つ！ 

最大5万円 
(補助金)の申請を 

受け付けます。 

② 

を生かして 
保育現場で働こう 

月 日(金)午前9：30～正午 
              会場 エル・ソフィア 

講座・座談会   

『多様な保育施設に

ついて学ぼう！』 
多様な保育施設の現場を知り、 

自分に合った職場を見つけよう！ 

（講師：区内保育施設関係者） 

 平成２８年度 男女参画プラザ・子ども施設整備課連携講座 

さらに！ 

足立区内の保育施設に就職した場合 
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 足立区の“保育再就職応援事業”                       

   

 

 

 

 
 

                     

                      詳しくは、子ども施設整備課にお問い合わせください。 
 

 会 場                                    
 

 

 

 申し込み先                

   

 

 

 

 保育のご案内                

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

参加者 

 

お名前（カタカナ）（例 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾛｳ） 

 

 

※保有している資格   □保育士 ・ □看護師 
（講義内容の参考のため、差支えなければチェックをつけてください。） 

 

年齢     歳 

お住まいの 

地域 

 

※町名まで（例 足立区梅島１丁目） 

連絡先 
電話番号・Ｅメールアドレス等 

保育希望 

保育を希望される方は、お子さんのお名前（カタカナ）、年齢をお書きください。 

 

お子さんのお名前：          さん  ／ 年齢：   歳  カ月 

エル・ソフィア ３階 第２学習室 

足立区梅田７－３３－１ 

（東武伊勢崎線「梅島」駅から徒歩３分） 

電話、ＦＡＸまたは足立区ホームページ内の専

用フォームでお申し込みください。 

電話：３８８０－５２２２（平日９時から１７時） 

ＦＡＸ：３８８０－０１３３ 

※欠席・遅刻する場合は、講座開始までに 

ご連絡ください。 

講座に参加する間、お子さんをお預かりします。 

お気軽にお申込みください。 

生後６カ月～就学前まで／先着10人／要予約 

 

・講座開始１０分前にエル・ソフィア１階子ども室 

にいらしてください。 

・講座終了後は速やかにお迎えに来てください。 

・お休みする場合は、講座開始までに上記の申し 

込み先までご連絡ください。 

■当日の持ち物 

①飲みもの（水かお茶）  ②着替（上下、下着） 

③バスタオル（お昼寝用） ④ビニール袋（汚れもの入

れ）その他必要に応じ、替オムツ、おしりふきなどすべて

名前を書き、名前をつけた袋に入れてお持ちください。 

 

保育をご利用になる方へ 

参加申込書 講座名：資格を生かして保育現場で働こう  ＦＡＸ：３８８０－０１３３ 

保育士・看護師の有資格者の区内保育施設への再就職・転職を応援するため、 

平成２８年４月から開始した足立区の事業です（主な内容は以下のとおり）。 

① 保育再就職セミナー「資格を生かして保育現場で働こう」を実施（年３回程度）します。 
② 保育実習先の保育園を区がご案内し、最大10日間の実習費を区が補助します。 
③ 保育再就職応援補助金として、以下の経費の半額を就職後に補助します（最大５万円）。 
（例）ピアノレッスン費用、保育関連資格の取得費用、専門書籍の購入代金 
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